
議第 104 号 

下呂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例について

下呂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定め

る。 

令和４年 11 月 30 日提出 

下呂市長  山 内  登 

  提 案 理 由

令和５年４月から、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63 号）が施

行され、地方公務員の定年が現行の 60 歳から段階的に 65 歳まで引き上げられることに

伴い、当該条例の一部を改正するもの。



下呂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

下呂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成16年下呂市条例第35号）の一部を次のように

改正する。 

改  正  後 改  正  前 

（１週間の勤務時間） （１週間の勤務時間） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 地方公務員法第22条の４第１項又は第22条

の５第１項若しくは第２項の規定により採用

された職員で同法第22条の４第１項に規定す

る短時間勤務の職を占めるもの（以下「定年

前再任用短時間勤務職員」という。）の勤務

時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時

間を除き、４週間を超えない期間につき１週

間当たり15時間30分から31時間までの範囲内

で、任命権者が定める。 

３ 地方公務員法第28条の４第１項若しくは第

28条の５第１項又は同法第28条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用された職員で

同法第28条の５第１項に規定する短時間勤務

の職を占めるもの（以下「再任用短時間勤務

職員」という。）の勤務時間は、第１項の規

定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を

超えない期間につき１週間当たり15時間30分

から31時間までの範囲内で、任命権者が定め

る。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

（週休日及び勤務時間の割振り） （週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時

間を割り振らない日をいう。以下同じ。）と

する。ただし、任命権者は、育児短時間勤務

職員等については、必要に応じ、当該育児短

時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて

月曜日から金曜日までの５日間において週休

日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤

務職員及び任期付短時間勤務職員について

は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金

曜日までの５日間において週休日を設けるこ

とができる。 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時

間を割り振らない日をいう。以下同じ。）と

する。ただし、任命権者は、育児短時間勤務

職員等については、必要に応じ、当該育児短

時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて

月曜日から金曜日までの５日間において週休

日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員については、日曜

日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日まで

の５日間において週休日を設けることができ

る。 



改  正  後 改  正  前 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日

間において、１日につき７時間45分の勤務時

間を割り振るものとする。ただし、育児短時

間勤務職員等については、１週間ごとの期間

について、当該育児短時間勤務等の内容に従

い１日につき７時間45分を超えない範囲内で

勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に

ついては、１週間ごとの期間について、１日

につき７時間45分を超えない範囲内で勤務時

間を割り振るものとする。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日

間において、１日につき７時間45分の勤務時

間を割り振るものとする。ただし、育児短時

間勤務職員等については、１週間ごとの期間

について、当該育児短時間勤務等の内容に従

い１日につき７時間45分を超えない範囲内で

勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員について

は、１週間ごとの期間について、１日につき

７時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割

り振るものとする。 

（特別の形態によって勤務する必要のある職

員の週休日及び勤務時間の割振り） 

（特別の形態によって勤務する必要のある職

員の週休日及び勤務時間の割振り） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び

勤務時間の割振りを定める場合には、規則の

定めるところにより、４週間ごとの期間につ

き８日の週休日（育児短時間勤務職員等にあ

っては８日以上で当該育児短時間勤務等の内

容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員にあっては８

日以上の週休日）を設けなければならない。

ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の

必要（育児短時間勤務職員等にあっては、当

該育児短時間勤務等の内容）により、４週間

ごとの期間につき８日の週休日を設けること

が困難である職員について、市長と協議して、

規則の定めるところにより、４週間を超えな

い期間につき１週間当たり１日以上の割合で

週休日（育児短時間勤務職員等にあっては、

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び

勤務時間の割振りを定める場合には、規則の

定めるところにより、４週間ごとの期間につ

き８日の週休日（育児短時間勤務職員等にあ

っては８日以上で当該育児短時間勤務等の内

容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及

び任期付短時間勤務職員にあっては８日以上

の週休日）を設けなければならない。ただし、

職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要（育

児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短

時間勤務等の内容）により、４週間ごとの期

間につき８日の週休日を設けることが困難で

ある職員について、市長と協議して、規則の

定めるところにより、４週間を超えない期間

につき１週間当たり１日以上の割合で週休日

（育児短時間勤務職員等にあっては、４週間



改  正  後 改  正  前 

４週間を超えない期間につき１週間当たり１

日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容

に従った週休日）を設ける場合には、この限

りでない。 

を超えない期間につき１週間当たり１日以上

の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従っ

た週休日）を設ける場合には、この限りでな

い。 

（年次有給休暇） （年次有給休暇） 

第12条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおけ

る休暇とし、その日数は、一の年度において、

次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に

掲げる日数とする。 

第12条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおけ

る休暇とし、その日数は、一の年度において、

次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に

掲げる日数とする。 

(１) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職

員 20日（育児短時間勤務職員等、定年前

再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤

務職員にあっては、その者の勤務時間等を

考慮し20日を超えない範囲内で規則で定め

る日数） 

(１) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職

員 20日（育児短時間勤務職員等、再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

にあっては、その者の勤務時間等を考慮し

20日を超えない範囲内で規則で定める日

数） 

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（非常勤職員等の勤務時間、休暇等） （非常勤職員等の勤務時間、休暇等） 

第19条 非常勤職員（定年前再任用短時間勤務

職員を除く。）の勤務時間、休暇等に関して

は、第２条から前条までの規定にかかわらず、

その職務の性質等を考慮して、市長が定める

基準に従い、任命権者が定める。 

第19条 非常勤職員（再任用短時間勤務職員を

除く。）の勤務時間、休暇等に関しては、第

２条から前条までの規定にかかわらず、その

職務の性質等を考慮して、市長が定める基準

に従い、任命権者が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63 号）附則第４条第１項

若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含



む。）、第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条

第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項から第４項までの規定によ

り採用された職員をいう。）で地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 22 条の４第１項に規定す

る短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の下呂市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例（以下この条において「新条例」という。）第２条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職

員とみなして、新条例の規定を適用する。 



                        【参考資料】

下呂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例要綱

１．改正理由

令和５年４月から、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63 号）が

施行され、地方公務員の定年が現行の 60 歳から段階的に 65 歳まで引き上げられるこ

とに伴い、当該条例の一部を改正するものです。

２．概要

(１) 条文中で引用する地方公務員法の条項を改めます。

（第２条関係）

(２) 再任用短時間勤務職員から定年前再任用短時間勤務職員に改めます。

（第２条、第３条、第４条、第 12条、第 19条関係） 

(３) この条例は、令和５年４月１日から施行します。

（附則第１項関係）

(４) 暫定再任用職員で短時間勤務の者について、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して新条例を適用します。

（附則第２項関係）


